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「新反射付学童蛍光傘」を

県内の小学校へ贈呈しました。
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　2013年３月27日（水）10時30分より、全労済鳥取県本部５階大会議室に於いて、講師に平井伸治鳥取県知事
をお招きし、『鳥取力創造～人財や地域資源を活かしてつなぐ～』のテーマで研修会を開催しました。当日113名
の参加がありました。「人間は助け合い力という素晴らしい能力を持っている。労働・社会運動の原点に立ち返り、
皆さんと一緒になって鳥取力を創造し地域をつくっていきましょう」と述べられました。

2012年度第2回研修会
（労働・事業４団体研修会）

『鳥取力創造』
 ～人財や地域資源を 　  
                     活かしてつなぐ～ 講師　平井伸治鳥取県知事

 鳥取県労福協　第49回評議員会を開催しました
　研修会を開催した日の午後より、同会場に於いて、評議員
37名（出席32名　書面表決者4名　欠席1名）により開催し
ました。主催者代表挨拶として前田厚彦理事長より、4月1日
一般財団法人として新制度でスタートしますが、現在の評議
員会は、重要であり組織代表者会議として継続していきたい
と挨拶がありました。続いて、鳥取県労働政策室より小林綾子
室長、連合鳥取より五十嵐会長の来賓あいさつがありました。
そして議事に入り、小泉専務理事より第1号議案「2012年度
活動報告」、第2号議案「2012年度収支状況報告」、第3号議
案「2013年度活動方針（案）」、第4号議案「2013年度予算
（案）」が提案され、いずれも承認されました。また、第5号議
案「役員改選」が小東副理事長より提案され承認されました。

評議員　本川　博孝　自治労鳥取県本部

評議員　松崎　浩哉　全日通労働組合鳥取支部

評議員　西川　真也　電機連合鳥取地域協議会

評議員   中　　康昌　鳥取県高等学校教職員組合

評議員　中野　　敦　全労済鳥取県本部

評議員　山内　　功　弁　護　士

評議員　坂野　真理　医　　師

理 事 長　前田　厚彦　連合鳥取 ( 日教組 )
（代表理事）　　　　 
副理事長　佐貫　　馨　連合鳥取 (JR 連合 )  

副理事長　福田　光明　中国労働金庫

副理事長　小東　照久　全労済鳥取県本部

専務理事　小泉　俊一　鳥取県労福協
（業務執行理事）　　　　　
理　　事　福田伸一郎　鳥取県生協          

理　　事　米田　成利　鳥取医療生協        

理　　事　森脇　一也　労福協東部支部

理　　事　平信　憲一　労福協中部支部

理　　事　遠藤　憲二　労福協西部支部

監　　事　藤田　雅志　連合鳥取 ( ＪＡＭ )

監　　事　木曽　弘己　中国労働金庫

鳥取県労福協　評議員名簿 鳥取県労福協　理事・監事名簿

一般財団法人移行のご挨拶

　平素は、労福協運動にご理解ご協力いただき厚
くお礼申し上げます。
　さて、当協議会は、公益法人制度改革による法
律の施行に伴い「一般財団法人」としての認定を
受け、平成25年４月１日より新たにスタート致し
ました。
　謹んでお知らせ致しますとともに、今後ともご
指導・ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げ、略
儀ながら書中をもちましてご挨拶申し上げます。

提案説明する小泉専務理事
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2013年度  西部労福協交流事業開催

『備前の伝統工芸と吉備路の歴史探訪』
　４月18日（金）～19日（土）西部労福協交流事業が行わ
れ、中・四国９県から総勢78名が参加し、鳥取県からは、
10名が参加しました。
　岡山県備前市の日本最古で340年前に開かれた庶民の学校
(藩校)の「閑谷（しずたに）学校」で開会式を行い、地元岡
山県労福協の高橋会長より歓迎の挨拶を受けました。そし
て、備前焼の焼き物、窯元を見学し、翌日は、総社市の備中
国分寺と倉敷の美観地区を訪れました。
　懇親会では、各県毎に参加者紹介を行い、親睦を深めまし
た。最後に来年開催県の鳥取県労福協前田理事長より、次回
鳥取県での交流を誓いあいました。

　毎年、全国を巡回して開催され、今年は国連で定めた「国際水
協力年」ということもあり、「水資源と環境」をテーマに講演・
現地視察が行われました。県内外から市民、労働組合、労福協関
係者114名が参加しました。主催者挨拶の後、五十嵐美知義連合
鳥取会長から地元歓迎挨拶がありました。
　講演では、鳥取県水・大気環境課水環境保全室の小池誠室長、
米子市水道局計画課計画係の泉幸雄係長、鳥取森林管理署の大石
正弘森林技術指導官から環境保全のとりくみが紹介された。
　そして最後に田中穂連合鳥取事務局長より「連合鳥取 連合の森
植えよう増やそうブナを」の演題で、1990年よりさまざまな活動
を行っている「連合の森」大山ブナ植林のとりくみが紹介されま
した。
　翌日は、講演で紹介された大山ブナ植林の現場を視察しました。

ライフスタイルを見直す環境会議　（連合・中央労福協・労金協会・全労済）主催

「第15回環境フォーラム」が米子市で開催されました

鳥取県からの
　　   お知らせ

Tottori
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第41回  通 常 総 会東部支部

労福協

東部支部
５月23日（木）　
全労済鳥取県本部

中部支部

労福協

中部支部 第45回  通 常 総 会

　5月24日（金）、セントパレス倉吉を会場に第45回労福協中部支部通常総会を開催しました。当日は、
倉吉市長石田様をはじめ、連合中部地協議長名和様、鳥取県労福協小泉様、全労済小東様、ろうきん福

田様のご列席を賜り励ましの言葉を頂きました。その後、
2012年度活動報告、および、2012年度活動計画等につい
て承認し、今年度も協力して活動をすすめることを確認しあ
いました。新規役員を迎え、メンバーも新たにがんばってい
きます！

役　職 名　　前 所　　属

支 部 長 保　木　本　淳 鳥取市役所職員労組

副 支 部 長

森　尾　昭　男 中電ユニオン支社支部

楮　原　昌　宏 全 水 道 鳥 取 支 部

橋　本　修　二 大 真 空 労 組

事 務 局 長 内　田　　　孝 県 教 組 東 部 支 部

事務局次長
蒲　原　克　則 全労済鳥取東部支所

筧　　　雅　人 中 国 労 金 鳥 取 支 店

（敬称略）

役　職 名　　前 所　　属

支 部 長 平　信　憲　一 旭東電気労組鳥取支部

副 支 部 長
山　根　幸　恵 三 朝 町 職 員 労 組

吉　良　武　士 JAM 明 治 製 作 所 労 組

事 務 局 長 筏　津　孝　行 県 教 組 中 部 支 部

事務局次長
藤　原　敦　義 中電ユニオン倉営支部

田　中　正　博 私 鉄 日 ノ 丸 倉 吉 分 会

（敬称略）

５月24日（金）
セントパレス倉吉

　代議員30人が出席し、来賓として連合東部地協の岸本事務局長を迎え、開催しました。

　森本代議員（三洋電機労組）の議事進行のもと、13年度運動方針・予算・役員改選について協議しました。

出席代議員より、スポーツ祭典での女性も参加しやすい種目の検討や障がいのある方とのさらなる交流等

について意見が出されました。これらの意見を参考に、活動がより働く者同士の親睦・交流、地域住民に

労福協の存在と活動が親しまれるものとなるよう工夫してまいります。皆さまのご協力をよろしくお願い

申し上げます。

【2013労福協中部支部役員】
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西部支部

労福協

西部支部 第37回  通 常 総 会

（敬称略）

５月23日（木）
弓ヶ浜荘

役　職 名　　前 所　　属
支 部 長 遠　藤　憲　二 私鉄日ノ丸米子分会

副 支 部 長

中　島　ちから 境 港 市 職 員 労 組

矢　辺　慎　一 ＪＰ労組鳥取伯耆支部

山　根　克　久 中 国 電 力 ユ ニ オ ン

事 務 局 長 井　上　準　一 連 合 鳥 取

事務局次長
河　﨑　充　博 全労済鳥取西部支所

安　部　泰　夫 中 国 労 金 米 子 支 店

　西部支部は５月23日（木）、米子市内「弓ヶ浜荘」において、第37回
通常総会を開催し、一年間の執行総括を踏まえたうえで2013年度の
活動方針等を確認しました。総会冒頭に遠藤憲二支部長は「労福協活
動の地域への浸透を目指して、各単組の役員・組合員、ご家族の皆さ
んには大変にお世話になった。特に労福協夏まつり、労働者スポーツ
祭典をはじめ年末街頭福祉カンパ活動などは、全組合員の理解と協力
が今日の労福協活動を支えている」と謝意を述べたうえで、「福祉や社
会保障、雇用環境など依然厳しい状況のなかで、地域生活者の身近な
存在として労福協機能を発揮したい」と所信を述べました。来賓の小泉専務理事は、一般財団法人への移

行と機関活動の在り方を踏まえて、県、支
部が相互理解と連携の下に着実に諸活動を
前進させる旨の決意と祝辞を受けました。
議事では、活動報告や各種会計報告を満場
一致で採択、活動方針では幹事会及び各種
委員会機能の強化と新たな活動領域の検討・
着手等を含め、開催節目となるスポーツ祭
典（50回）、勤労者美術展（60回）、労福協
まつり（10回）等を積極的な企画で展開する
とともに、事業団体である労働金庫と全労
済等の活動を協力・推進することを確認し
ました。

 
    

 
          

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

◎当日参加も可能ですが、資料準備のため事前申込をお願いします。 

 

 

 

申込・問合せ先 

みなくる鳥取 
電話 (0857)25-3000 

F a x  (0857)25-3001 

みなくる倉吉 
電話 (0858)23-6131 

F a x  (0858)23-2454 

みなくる米子 
電話 (0859)31-8785 

F a x  (0859)21-0034 

法改正のポイントと実務 
有 期 雇 用 のルール  

（5 年経過後の有期雇用の無期雇用化） 
高 年 齢 者 の継 続 雇 用 制 度  

（65 歳までの雇用延長に向けて） 

   

鳥 取 倉 吉 米 子 

９月６日（金） ９月12日（木） ９月10日（火） ９月13日（金） ９月19日（木） ９月17日（火）

鳥取市人権交流 

ﾌﾟﾗｻﾞ 2 階研修室 

倉吉未来中心 

ｾﾐﾅｰﾙｰﾑ 7 

 

米子市福祉保健総合センター

ふれあいの里 

中会議室１・２ 

時間はいずれも 13:30～15:00 

労務管理のあれこれ 

最 近 の労 働 トラブル事 例 から  

労 務 管 理 のポイントを学 ぶ  

   

鳥 取 倉 吉 米 子 

鳥取市人権交流

ﾌﾟﾗｻﾞ 2 階研修室

 

倉吉未来中心 

ｾﾐﾅｰﾙｰﾑ 7 

米子市福祉保健総合センター

ふれあいの里 

中会議室１・２ 

時間はいずれも 13:30～15:00

みなくる通信 検索

ホームページでも紹介しておりますのでご覧ください 

知らなきゃトラブる！ 事例から学ぶ！

 
法律のことわわから 

ないな～ 

 講師：安酸　早苗　特定社会保険労務士 講師：山下　靖夫　特定社会保険労務士
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　　　　　児童向け
反射付蛍光傘を

　　　　　　　鳥取県内の小学校へ贈呈しました
　毎年12月から翌年の2月にかけて、県内の各労働組合や福祉事業団体の協力を得て、街頭でのカンパ活動や各
職場での募金活動にとりくんでいます。寄せられたカンパ金は、近年では、児童福祉施設や小規模作業所等への
支援、子どもたちの安全を守るための支援活動等に充てています。
　今年度は、新たなとりくみとして、小学校児童が利用する降雨時対応の貸出傘「新反射付学童蛍光傘」を寄贈
することとしました。このとりくみは本年を含め今後３年間継続する予定です。

東部支部
５月27日（月）
遷喬小学校にて

中部支部
６月７日（金）
西郷小学校にて

　　　　　

 

メール：soudan5454@shore.ocn.ne.jp     

ＦＡＸ：０８５７-３２-５４５４  

フリーダイヤル：０１２０-８２-５８５８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金 融 資産運用・融資・多重債務など 

保険・共済 保障の見直し・ライフプラン 

労 働 労働に関する全般的なこと 

法 律 離婚・相続・債務整理など  

メンタルヘルス 社会・家庭での心の悩み 

福祉・介護 福祉・介護に関する相談 

子育て 子育てで気になることなど 

食の安全 食に関する相談 

鳥取会場 

毎月 第３水曜日 

鳥取県労働会館３階 

鳥取市天神町 30-5 

倉吉会場 

毎月 第２木曜日 

中国労金倉吉支店２階 

倉吉市東昭和町 286-2 

米子会場 

毎月 第１水曜日 

西部労働者福祉会館２階 

米子市東町 189-2 

時 間 午後 ３時～５時  

相談時間は３０分間で４枠です（予約制・先着順）

 

 

※ライフサポートセンターとっとりのブログからも相談・予約申込ができます。 

暮らしの中で気になることやトラブルなどで、悩んでいませんか？ 

私たちの相談窓口をご利用ください。相談は無料・秘密厳守です。 
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常時雇用する男性従業員が、連続する５日以
上の育児休業を新たに取得したことを条件と
します。

従業員向けの普及啓発を行い、それに要した
経費につき　　　　　　　　　　　　　
たします。

を上限として補助い

２

常時雇用する男性従業員が、連続する５
日以上の育児休業を新たに取得し、育児
休業終了後に復帰していることを条件と
します。

１

  

平成２５年４月から支給金額が変更となりました。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 ひとりで悩まず ご相談ください 

連合鳥取 非正規労働センター
〒680-0847 鳥取市天神町 30-5 

秘密厳守 
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